
県有財産売払公告

下記の県有財産を一般競争入札（期間入札）により売払います。

１ 売払物件

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各号の一に該当する者は、この一般競争入札に参加することができない。

（１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項各号の規定に該当する者で、

当該事実があった日から３年を経過しない者

（３）高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程（平成23年３月 10日高知県訓令第

１号）第２条第２項第５号に規定する排除措置対象者

（４）公有財産に関する事務に従事する職員で、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 238条の３

の規定に該当する者

３ 入札心得書及び契約条項を示す場所及び期間

（１）場所 高知市丸ノ内１丁目２番 20 号 高知県土木部道路課

（２）期間 令和８年１月 30 日（金）から同年２月６日（金）まで

４ 入札書等の用紙を交付する場所及び期間

３の（１）及び（２）に同じ。

５ 現地説明を行う日時

現地説明を希望する者は、令和８年１月 29 日（木）午後５時までに、高知県土木部道路課に申し

込むこと。

希望者がいない場合は、現地説明は行わない。

６ 入札保証金に関する事項

（１）入札に参加しようとする者は、入札保証金として入札金額の100分の５以上の金額を、指定さ

れた納付方法により納付しなければならない。

（２）入札保証金は、落札者を除き、入札者が指定する金融機関の預金口座へ振り込む方法により

返還する。この入札保証金には、利子を付さない。

７ 入札の方法及び受付期間

（１）入札方法

入札は、４の規定により交付を受けた入札書等の用紙を使用し、入札書提出用封筒に入札書の

みを入れて封をし、その封筒と入札保証金提出書及び誓約書を郵送用封筒に入れて、高知県土木

部道路課管理担当あてに、簡易書留による郵送または直接持参で申し込むものとする。

なお、入札書提出後、入札を取り消すことや入札書の記載内容の変更はできない。

所在地 区分 数量 最低売却価格

高知市横浜西町 1402 番６ 土地 119.27 ㎡ 4,522,000円

日 時

令 和 ８ 年 １ 月 30 日 （ 金 ） 午 後 ２ 時



（２）郵送先

〒780-8570

高知市丸ノ内１丁目２番 20 号

高知県土木部道路課管理担当 あて

（３）入札受付期間

令和８年１月 30 日（金）午前８時 30 分から同年２月６日（金）午後５時 15 分まで（必着）

８ 開札の日時及び場所

（１）日時 令和８年２月 16 日（月）午後２時から

（２）場所 高知市丸ノ内１丁目２番 20 号 高知県庁 本庁舎７階会議室

９ 契約の締結

（１）契約締結日は、落札の日から起算して 10 日以内とし、落札者は、契約締結と同時に契約保証

金（契約保証金に代わる担保を含む。）として契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納めなけれ

ばならない。ただし、契約締結と同時に売買代金の全額を支払う場合は、契約保証金は全額免

除する。この契約保証金には、利子を付さない。

（２）落札者が、落札の日から起算して 10 日以内に契約を結ばない場合は、６の入札保証金は県に

帰属する。

10 売払代金の納入

契約を締結した者は、当該契約締結の日から 20 日以内に、県が交付する納入通知書により、当

該契約に係る売払代金を県の収納機関に納付しなければならない。

11 入札の無効

２に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び入札心得書に記載する無効な入札に該

当する入札は、無効とする。

12 その他

（１）入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

高知県土木部道路課 高知市丸ノ内１丁目２番 20 号

電話番号 088-823-9827

（２）契約書作成の要否

要

（３）現地説明に不参加の者が入札に参加した場合は、現地説明における各種事項について了知し

ているものとみなす。

令和８年１月 26 日

高知県知事 濵田 省司


